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問問
題題
のの
所所
在在

平
成
１６
年
３
月
２６
日
成
立
、

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
土
地

・
建
物
等
の
長
期
譲
渡
所
得
等

の
損
益
通
算
廃
止
規
定
に
つ
い

て
、
同
年
１
月
１
日
以
後
法
律

の
施
行
前
の
取
引
に
適
用
す
る

こ
と
は
遡
及
立
法
に
当
た
り
違

法
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
取
消

し
を
求
め
た
事
件
が
、
現
在
２

件
上
告
中
に
な
っ
て
い
る
。
租

税
法
規
の
遡
及
適
用
の
合
憲
性

を
問
う
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
違
憲
審

査
で
、
芦
部
信
喜
教
授
が
ア
メ

リ
カ
か
ら
導
入
さ
れ
た
審
査
基

準
論
を
あ
て
は
め
る
な
ら
、
ど

の
よ
う
な
理
論
構
成
に
な
る
の

か
を
試
み
た
い
と
思
う
。

問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
改
正
附
則
２７
条
１

項
（
＊
１
）
で
あ
る
。
こ
の
改
正
の

経
緯
を
み
る
と
、
平
成
１５
年
１２

月
３１
日
時
点
で
は
、
損
益
通
算

廃
止
規
定
が
翌
年
１
月
１
日
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
国
民
に
周
知
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
周
知

と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、「
知

れ
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ

る
。
こ
の
税
制
改
正
に
つ
い
て

は
、
平
成
１５
年
１２
月
１７
日
自
民

党
税
制
調
査
会
（
政
府
税
制
調

査
会
で
な
く
）
の
大
綱
が
発
表

さ
れ
、
翌
日
日
本
経
済
新
聞
の

４
面
に
小
さ
く
掲
載
さ
れ
た
だ

け
で
、
他
の
新
聞
は
税
制
改
正

の
記
事
の
掲
載
は
あ
っ
た
が
、

適
用
時
期
に
つ
い
て
の
記
載
が

な
か
っ
た
。

一
連
の
損
益
通
算
廃
止
規
定

の
取
消
し
を
求
め
る
裁
判
の
判

決
（
＊
２
）
を
要
約
す
る
と
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
租
税
法
に
は
、

憲
法
３９
条
の
よ
う
に
罪
刑
法
規

の
遡
及
立
法
禁
止
を
定
め
た
明

文
の
規
定
は
な
い
が
、
遡
及
立

法
が
納
税
者
に
と
っ
て
有
利
な

場
合
は
許
さ
れ
て
も
無
条
件
で

は
な
く
、
租
税
法
律
主
義
を
定

め
る
憲
法
３０
条
、
８４
条
の
租
税

法
の
原
理
を
没
却
し
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
以
下
の
よ
う
な
制

約
が
あ
る
。
①
納
税
者
の
予
測

可
能
性
・
法
的
安
定
性
を
侵
害

し
な
い
場
合
、
②
遡
及
適
用
に

よ
り
納
税
者
に
与
え
る
不
利
益

よ
り
も
優
先
す
る
合
理
性
（
公

益
）
が
存
在
す
る
。
③
期
間
税
の

場
合
は
こ
の
制
約
を
穏
や
か
に

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
＊
３
）
。

一
方
学
説
で
は
、
納
税
義
務

の
成
立
が
暦
年
の
終
了
の
と
き

と
さ
れ
る
所
得
税
等
の
期
間
税

に
つ
い
て
、
納
税
者
に
と
っ
て

不
利
な
改
正
を
遡
っ
て
適
用
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
金
子
宏
教

授
は
、
次
の
よ
う
に
消
極
的
に

解
さ
れ
、
通
説
と
な
っ
て
い

る
。「
人
々
は
、
現
在
妥
当
し

て
い
る
租
税
法
規
に
依
拠
し
つ

つ
〜
す
な
わ
ち
、
現
在
の
法
規

に
従
っ
て
課
税
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
信
頼
し
つ
つ
〜
各
種
の
取

引
を
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
後

に
な
っ
て
そ
の
信
頼
を
裏
切
る

こ
と
は
、
租
税
法
律
主
義
の
狙

い
で
あ
る
予
測
可
能
性
や
法
的

安
定
性
を
害
す
る
こ
と
に
な

る
。
憲
法
８４
条
は
納
税
者
の
信

頼
を
裏
切
る
よ
う
な
遡
及
立
法

を
禁
止
す
る
趣
旨
を
含
ん
で
い

る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
所

得
税
や
法
人
税
の
よ
う
な
期
間

税
に
つ
い
て
は
、
納
税
義
務
が

成
立
す
る
の
は
、
期
間
の
終
了

時
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
を
な

す
課
税
要
件
事
実
（
行
為
や
事

実
）
は
、
期
間
の
開
始
と
と
も

に
発
生
し
累
積
す
る
か
ら
、
年

度
の
途
中
で
納
税
者
に
不
利
益

な
改
正
を
し
、
そ
れ
を
年
度
の

初
め
に
溯
っ
て
適
用
す
る
こ
と

は
一
種
の
遡
及
立
法
で
あ
る
。

そ
れ
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か

は
、
そ
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
、
年
度
の
開
始
前

に
、
一
般
に
周
知
さ
れ
、
十
分

に
予
測
で
き
た
か
ど
う
か
に
か

か
わ
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
」
（
＊
４
・
５
）

租
税
法
律
主
義
、
つ
ま
り
憲

法
８４
条
で
は
、「
あ
ら
た
に
租

税
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
税

を
変
更
に
す
る
に
は
、
法
律
又

は
法
律
の
定
め
る
条
件
に
よ
る

こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
規
定

さ
れ
、
遡
及
立
法
禁
止
を
直
接

規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
憲

法
３９
条
の
遡
及
処
罰
禁
止
の
規

定
は
、
刑
事
法
に
お
け
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
租
税
法
律

主
義
の
機
能
で
あ
る
法
的
安
定

性
と
予
測
可
能
性
を
欠
く
こ
と

と
な
っ
た
場
合
、
租
税
法
規
に

つ
い
て
の
遡
及
立
法
は
、
許
さ

れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
主
義

に
お
け
る
租
税
法
律
主
義
の
も

と
で
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
る

国
会
で
の
立
法
を
尊
重
し
、
租

税
法
規
の
遡
及
は
原
則
的
に
許

容
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ

る
。
（
＊
６
）
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違違
憲憲
審審
査査

裁
判
所
は
原
則
と
し
て
一
切

の
国
家
行
為
に
対
し
て
そ
の
合

憲
性
を
審
査
で
き
る
が（
＊
７
）
、

違
憲
審
査
に
つ
い
て
は
、
消
極

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
わ
が
国
は
、
付
随
的

違
憲
審
査
制
を
採
用
し
て
い

て
、
裁
判
所
は
そ
の
事
件
の
解

決
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の

み
、
合
憲
性
の
審
査
を
す
る
。

そ
し
て
、
憲
法
判
断
は
事
件
の

解
決
に
必
要
な
場
合
以
外
行
わ

な
い
（
憲
法
判
断
回
避
の
準

則
）
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
み

だ
り
に
法
律
等
を
違
憲
無
効
と

す
べ
き
で
な
く
、
た
だ
そ
の
違

憲
性
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
の

み
違
憲
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
制
約
は
論
理
に
よ

っ
て
必
然
的
に
導
か
れ
る
の
で

は
な
く
、
政
策
的
配
慮
に
基
づ

く
制
約
で
あ
る
（
司
法
自
制

論
）
。
裁
判
所
は
主
権
者
で
あ

る
国
民
に
直
接
政
治
的
責
任
を

負
う
地
位
に
な
い
と
い
う
考
え

方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
司
法
自
制
論
に
つ

い
て
は
、
立
法
部
や
行
政
部
の

決
定
が
、
国
民
多
数
の
意
見
を

客
観
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
の
は
、
擬
制
に
す
ぎ

ず
、
違
憲
の
疑
い
の
あ
る
法
律

等
で
国
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ

て
い
る
と
き
に
裁
判
所
が
自
己

抑
制
す
る
の
は
民
主
主
義
の
原

理
に
か
な
う
も
の
と
い
え
る
か

と
い
う
反
論
が
あ
る
。

憲
法
裁
判
で
は
、
司
法
事
実

（
当
該
事
件
の
個
別
具
体
的
な

事
実
）
の
ほ
か
、
立
法
事
実
の

審
査
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

立
法
事
実
と
は
、
立
法
に
あ
た

っ
て
、
立
法
者
が
一
定
の
立
法

目
的
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
の

た
め
の
手
段
を
選
択
す
る
が
、

そ
の
際
の
当
該
立
法
を
必
要
と

す
る
社
会
的
・
経
済
的
等
の
諸

事
実
を
い
う
。
立
法
事
実
は
法

令
の
効
力
に
か
か
わ
る
事
実
で

あ
る
か
ら
、
弁
論
主
義
の
原
則

に
た
つ
の
で
な
く
、
裁
判
所
の

認
定
に
際
し
、
当
事
者
の
主
張

・
立

証

に

拘

束

さ

れ

な

い
。
（
＊
８
・
９
）

違
憲
審
査
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
紙
面
の
都
合
上
、
ア
メ
リ

カ
か
ら
導
入
さ
れ
た
審
査
基
準

論
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
。

日
本
国
憲
法
は
人
間
が
生
ま
れ

な
が
ら
に
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
基
本
的
人
権
を
「
侵
す
こ
と

の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
」
と

し
て
絶
対
的
に
保
障
す
る
考
え

方
を
と
っ
て
い
る
が
、
人
権
が

無
制
限
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
人
権
は
公
共
の
福
祉
に
よ

る
制
限
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

ど
の
人
権
を
優
位
と
考
え
る
か

は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ

っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

憲
法
で
は
、
人
権
カ
タ
ロ
グ
の

な
か
で
、
精
神
的
自
由
は
立
憲

民
主
主
義
の
政
治
過
程
に
と
っ

て
不
可
欠
の
権
利
で
あ
る
か

ら
、
経
済
的
自
由
に
比
べ
優
先

的
地
位
を
占
め
る
と
考
え
る
。

審
査
基
準
論
で
は
、
規
制
さ

れ
る
人
権
の
憲
法
体
系
に
お
い

て
占
め
る
位
置
に
応
じ
て
、
違

憲
審
査
の
基
準
を
「
厳
格
な
審

査
」「
厳

格

な

合

理

性

の

審

査
」「
合
理
性
の
審
査
」
に
区

分
す
る
。
こ
れ
ら
の
審
査
基
準

は
「
立
法
目
的
」
と
「
立
法
目

的
達
成
手
段
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

審
査
、
そ
し
て
「
目
的
と
手
段

の
関
係
」
の
観
点
で
審
査
す

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
利
益
衡

量
を
あ
る
程
度
基
準
に
基
づ
い

て
行
う
た
め
に
、
人
権
を
制
限

す
る
立
法
が
合
憲
か
ど
う
か
を

そ
の
制
限
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

利
益
と
失
う
利
益
を
衡
量
し
て

決
め
る
が
、
そ
れ
を
行
う
基
本

的

な

枠

組

み

が
、「
目

的

審

査
」
と
「
手
段
審
査
」
で
あ
る
。

「
合
理
性
の
審
査
」
を
基
準

と
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
合
理

性
と
は
、
一
般
国
民
が
合
理
的

と
考
え
る
か
ど
う
か
が
基
本

で
、
一
般
国
民
の
代
表
は
一
般

国
民
と
同
程
度
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
の
判
断
能
力
を
持
っ
て

い
る
の
で
、
議
会
が
こ
れ
は
合

理
的
だ
と
判
断
し
と
も
の
は
、

一
般
国
民
も
合
理
的
と
考
え
る

だ
ろ
う
と
し
、
ゆ
え
に
、
議
会

が
合
理
的
と
判
断
し
た
も
の
は

合
理
的
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ

て
「
合
理
性
の
審
査
」
は
最
も

穏
や
か
な
審
査
で
あ
る
。「
目

的
審
査
」
で
は
、
目
的
が
正
当

で
あ
れ
ば
よ
い
。
憲
法
が
禁
止

し
て
い
な
け
れ
ば
よ
い
。
ま
た
、

「
目
的
と
手
段
の
適
合
性
」
で

は
合
理
的
な
関
連
性
が
あ
れ
ば

よ
い
と
さ
れ
、
議
会
が
こ
の
よ

う
な
関
連
性
が
あ
る
と
い
う
記

録
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
よ
ほ

ど
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
理
由

が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

独
自
に
立
法
事
実
を
基
礎
に
審

査
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
厳
格
な

審
査
」
に
お
け
る
「
目
的
審

査
」
は
、
人
権
を
制
限
せ
ざ
る

を
え
な
い
や
む
に
や
ま
れ
な
い

理
由
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
制
限
さ
れ
る
人
権
の
重

要
度
に
見
合
う
公
益
が
立
法
目

的
と
な
る
。「
手
段
審
査
」
は
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
最
小
限
の
制
限
の
仕
方
に

な
っ
て
い
る
か
が
基
準
と
な

り
、「
目
的
と
手
段
の
関
係
」

は
、
必
要
不
可
欠
の
関
係
が
要

求
さ
れ
る
。（
＊
１０
）
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違違
憲憲
審審
査査
基基
準準
のの
ああ
てて
はは
めめ

本
件
に
審
査
基
準
を
あ
て
は

め
る
と
、
附
則
２７
条
に
よ
っ

て
、
侵
害
さ
れ
た
憲
法
上
の
権

利
は
財
産
権
で
あ
る
。
従
っ

て
、
一
番
緩
や
か
な
「
合
理
性

の
基
準
」で
審
査
さ
れ
よ
う（
＊
１１
）
。

「
目
的
審
査
」
に
お
い
て
は
附

則
２７
条
の
立
法
目
的
は
、
改
正

法
を
遡
及
適
用
し
て
、
不
動
産

の
駆
け
込
み
取
引
が
多
発
す
る

こ
と
に
よ
る
市
場
の
混
乱
を
避

け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
立
法
目

的
か
ら
は
、
附
則
２７
条
は
妥
当

な
も
の
で
あ
る
。
次
の
審
査

は
、「
手
段
審
査
」
で
あ
る
。「
目

的
審
査
」
と
「
手
段
審
査
」
を

パ
ス
し
、
こ
れ
ら
に
合
理
的
な

関
連
性
が
あ
れ
ば
、
附
則
２７
条

は
、
財
産
権
を
侵
害
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
合
憲
で

あ
る
。
こ
の
立
法
目
的
を
達
成

す
る
手
段
と
し
て
、
立
法
府
は

国
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
な
く

法
律
の
制
定
を
し
た
。
確
か
に

国
民
が
知
る
前
に
法
律
を
改
正

し
て
し
ま
え
ば
、
駆
け
込
み
取

引
に
よ
る
市
場
の
混
乱
は
避
け

ら
れ
る
。
一
見
、
立
法
目
的
に

対
す
る
手
段
と
し
て
は
、
合
理

性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で

は
恐
怖
政
治
で
は
な
い
か
。
立

法
府
の
専
断
的
行
為
は
許
さ
れ

な
い
。
こ
の
手
段
は
、
著
し
く

不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
税
法
は
、

国
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
規
範

だ
か
ら
で
あ
る
。
国
は
国
民
に

対
し
て
、
不
利
益
な
税
改
正
に

つ
い
て
事
前
に
通
常
の
方
法
で

知
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
を
提

供
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
附
則
２７

条
の
違
憲
審
査
を
「
合
理
性
の

基
準
」
を
用
い
た
と
し
て
も
、

「
目
的
審
査
」
は
パ
ス
し
て
も

「
手
段
審
査
」
に
お
い
て
「
著

し
く
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明

白
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
規
定

は
違
憲
と
な
る
。
附
則
２７
条

は
、
そ
の
制
定
に
お
い
て
国
民

の
予
測
可
能
性
及
び
法
的
安
定

性
を
欠
い
た
も
の
で
、
憲
法
１３

条
及
び
８４
条
に
違
反
す
る
た
め

法
令
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
。

＊
１

「
新
租
税
特
別
措
置
法
３１

条
の
規
定
は
、
個
人
が
平
成
１６
年

１
月
１
日
以
後
に
行
う
同
条
１
項

に
規
定
す
る
土
地
等
又
は
建
物
等

の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
…
」

＊
２

①

福
岡
地
裁
平
成
２０
年

１
月
２９
日
（
取
消
し

違
憲
判
決

控

訴

審

④

Ｚ
８
８
８
―
１
３

１
２
）

②

東
京
地
裁
平
成
２０
年
２
月
１４

日
（
棄
却

合
憲
判
決

控
訴
審

⑥

Ｚ
８
８
８
―
１
３
１
３
）

③

千
葉
地
裁
平
成
２０
年
５
月
１６

日
（
棄
却

合
憲
判
決

控
訴
審

⑤

Ｚ
８
８
８
―
１
３
３
１
）

④

福
岡
高
裁
平
成
２０
年
１０
月
２１

日
（
取
消
し

確
定

逆
転
合
憲

判
決

Ｚ
８
８
８
―
１
３
６
９
）

⑤

東
京
高
裁
平
成
２０
年
１２
月
４

日

（
棄
却

合
憲
判
決

上
告

Ｚ
８
８
８
―
１
３
８
７
）

⑥

東
京
高
裁
平
成
２１
年
３
月
１１

日

（
棄
却

合
憲
判
決

上
告

Ｚ
８
８
８
―
１
４
１
３
）

＊
３

山
田
二
郎

「
『
不
利
益
遡

及
立
法
と
租
税
法
律
主
義
』
再
論
」

税
法
学
５
６
３
号
４
０
３
頁
参
考

＊
４

金
子
宏
「
租
税
法
」
第
１５

版

１
０
４
頁

（
弘

文

堂

平

成
２２
年
）

＊
５

同
趣
旨

清
永
敬
治
「
税

法
」
第
７
版
２４
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ

書
房
２
０
０
７
年
）
・
三
木
義

一

『
租
税
法
に
お
け
る
不
遡
及
原
則

と
期
間
税
の
法
理
』「
山
田
二
郎
先

生
喜
寿
記
念

納
税
者
保
護
と
法

の
支
配
」
２
８
２
頁
他

＊
６

碓
井
光
明
「
租
税
法
律
の

改
正
と
経
過
措
置
・
遡
及
禁
止
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
９
４
６
号

１
２
４
頁

＊
７

裁
判
所
の
合
憲
性
の
審
査

権
が
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
、
国

家
公
務
員
の
懲
罰
や
行
政
権
及
び

立
法
権
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
事
項
で
濫
用
・
踰
越
に
該
当
し

な
い
も
の
が
あ
る
。

＊
８

参
考

佐
藤
幸
治
編
著
「
憲

法
�
」
３
０
２
頁

以

下

（
成

文

社

昭
和
６１
年
）

＊
９

参
考

芦
部
信
喜
著

高

橋
和
之
補
訂
「
憲
法
」
第
４
版
３

６
４
頁
以
下
（
岩
波
書
店

２
０

０
７
年
）

＊
１０

高
橋
和
之
「
違
憲
判
断
の

基
準
、
そ
の
変
遷
と
現
状
」「
自
由

と

正

義
」
Ｖ
ｏ
ｌ
・
６０
、
Ｎ
ｏ
・

７

１
０
５
頁
以
下

＊
１１

こ
れ
に
対
し
て
、
山
田
弁

護
士
は
、「
厳
格
な
合
理
性
の

審

査
」
基
準
を
用
い
る
べ
き
と
し
て

い

る
。
山

田

前

掲

４
１
７
頁

「
従
来
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、

租
税
法
で
あ
っ
て
も
、
納
税
者
の

財
産
権
、
既
得
権
を
侵
害
す
る
租

税
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
審

査
権
を
行
使
し
て
『
厳
格
な
合
理

性
の
審
査
』
基
準
に
よ
り
問
う
べ

き
で
あ
る
。
」

滝口利子［日本橋］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
２２
年
７
月
月
次
研
究
会
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